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(

平
成
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日)

  

一 

去
る
八
月
八
日
に
提
出
さ
れ
た
人
事
院
勧
告
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
人
事
院

勧
告
制
度
尊
重
の
基
本
方
針
の
下
、
真
摯
に
検
討
を
進
め
て
き
ま
し
た
が
、
現
在
、

給
与
改
定
・
臨
時
特
例
法
に
よ
り
、
高
齢
層
職
員
に
つ
い
て
は
若
年
層
職
員
と
比

較
し
て
相
対
的
に
厳
し
い
給
与
減
額
支
給
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
状
況
に
あ
り

ま
す
。 

 

二 

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
今
回
の
人
事
院
勧
告
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
昇
給
制
度
の
見

直
し
を
含
め
た
高
齢
層
職
員
の
給
与
水
準
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
世
代
間
の
給

与
配
分
の
適
正
化
や
雇
用
と
年
金
の
接
続
の
観
点
か
ら
幅
広
く
検
討
を
行
い
、
給

与
減
額
支
給
措
置
期
間
が
終
了
す
る
平
成
二
十
六
年
四
月
か
ら
実
施
す
る
方
向
で
、

平
成
二
十
五
年
中
に
結
論
を
得
る
こ
と
を
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 



三 

政
府
と
し
て
は
、
我
が
国
の
財
政
事
情
が
深
刻
化
し
て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
行

財
政
改
革
を
引
き
続
き
積
極
的
に
推
進
し
、
総
人
件
費
を
削
減
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
経
費
の
見
直
し
、
節
減
合
理
化
等
に
よ
る
歳

出
の
削
減
に
努
力
す
る
と
と
も
に
、
国
家
公
務
員
の
定
員
に
つ
い
て
も
、
平
成
二

十
五
年
度
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
規
模
を
大
幅
に
上
回
る
純
減
を
目
指
す
な
ど
、

各
般
の
措
置
を
講
じ
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

四 

地
方
公
務
員
の
給
与
改
定
に
つ
い
て
は
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
地
方

公
務
員
法
の
趣
旨
に
沿
っ
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体

の
定
員
に
つ
い
て
も
、
適
正
な
定
員
管
理
の
推
進
に
取
り
組
み
、
行
政
の
合
理
化
、

能
率
化
が
図
ら
れ
る
よ
う
期
待
い
た
し
ま
す
。 

 

五 

公
務
員
諸
君
は
、
今
回
の
決
定
が
以
上
の
よ
う
な
趣
旨
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

こ
と
を
十
分
理
解
し
、
公
務
員
一
人
一
人
が
国
民
全
体
の
奉
仕
者
で
あ
る
こ
と
を

強
く
自
覚
す
る
と
と
も
に
、
改
め
て
厳
正
な
服
務
規
律
の
確
保
と
公
務
の
適
正
か

つ
能
率
的
な
運
営
を
図
る
よ
う
強
く
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。 


